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～道路を守るため～
「特殊車両指導取締り」を実施しました！

国土交通省佐伯河川国道事務所は、５月～９月の上半期に国道
１０号、国道５７号において、警察署と合同で「特殊車両指導
取締り」を実施しました。
道路を車両が通行するにあたっては、道路構造物の保全、交通の危険防止の
ため、車両の大きさや重さの最高限度（一般的制限値※）が車両制限令によ
り定められています。
このため、最高限度を超える車両が道路を通行する場合は、道路法に基づ

く道路管理者の特殊車両通行許可を取得し、許可条件のもと通行しなければ
なりません。
佐伯河川国道事務所では、特殊車両が通行許可を取得し、許可条件に基づ

「特殊車両指導取締り」を上半期で５回実施き通行しているかを取り締まる
した結果、検査台数２８台のうち、５台の違反を確認・指導しました。

※道路法の車両制限令で定められた大きさや重さ

特殊車両指導取締り状況▲

今後も安全・安心な道路を守るため、ご理解とご協力をお願いします。
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※特殊車両を使用する業者の皆様へ
熊本「滝室坂」の防災工事が完了したことにより、特殊車両の通行許可ルートが
変更になっています。ご注意下さい。
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